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森林整備保全事業設計積算要領 新旧対照表

改 正 後 現 行

北海道森林管理局森林整備保全事業設計積算要領（林道事業）の制定について 北海道森林管理局森林整備保全事業設計積算要領（林道事業）の制定について

平成 2 3 年３月 3 1 日付け 2 2 北森二第 2 7 号 平成 2 3 年３月 3 1 日付け 2 2 北森二第 2 7 号
北海道森林管理局長から各森林管理（支）署長あて 北海道森林管理局長から各森林管理（支）署長あて
〔最終改正〕令和３年３月 19日２北森二第 52号 〔最終改正〕令和２年９月 17日２北森二第 31号

北海道森林管理局森林整備保全事業設計積算要領（林道事業）を別紙のとおり制定し、平 北海道森林管理局森林整備保全事業設計積算要領（林道事業）を別紙のとおり制定し、平
成 23年度以降に実施する事業から適用することとしたので、この要領に基づき適切に実施さ 成 23年度以降に実施する事業から適用することとしたので、この要領に基づき適切に実施さ
れたい。 れたい。

１ 基 本 １ 基 本

森林整備保全事業設計積算要領の制定について 森林整備保全事業設計積算要領の制定について

平成 12年３月 31日付け 12林野計第 138号 平成 12年３月 31日付け 12林野計第 138号
林野庁長官より森林管理局（分局）長及び知事あて 林野庁長官より森林管理局（分局）長及び知事あて

［最終改正］令和２年４月２日元林整計第 883号 ［最終改正］令和２年４月２日元林整計第 883号

森林整備保全事業設計積算要領を別紙のとおり制定し、平成 12年４月１日以降に着手され 森林整備保全事業設計積算要領を別紙のとおり制定し、平成 12年４月１日以降に着手され
る事業から適用することとしたので、事業の運営に遺憾のないようにされたい。 る事業から適用することとしたので、事業の運営に遺憾のないようにされたい。
また、森林整備事業設計書作成要領の制定について（平成 11 年４月１日付け 11 林野計第 また、森林整備事業設計書作成要領の制定について（平成 11 年４月１日付け 11 林野計第

132 号）（治山編及び林道編）は、平成 12 年３月 31 日をもって廃止することとしたので、了 132 号）（治山編及び林道編）は、平成 12 年３月 31 日をもって廃止することとしたので、了
知されたい。 知されたい。
なお、平成 12年３月 31日以前に発注された工事で、平成 12年４月１日以降も引き続き施 なお、平成 12年３月 31日以前に発注された工事で、平成 12年４月１日以降も引き続き施

工される工事については、上記の廃止された通達が適用されるので念のため申し添える。 工される工事については、上記の廃止された通達が適用されるので念のため申し添える。

森林整備保全事業設計積算要領 森林整備保全事業設計積算要領

第１～９ ［ 略 ］ 第１～９ ［ 略 ］

（参考資料） 設計書の単位（金額） （参考資料） 設計書の単位（金額）

［ 略 ］ ［ 略 ］

「森林整備保全事業設計積算要領」等における貨物自動車の運賃料金の取扱いについて 「森林整備保全事業設計積算要領」等における貨物自動車の運賃料金の取扱いについて

［ 略 ］ ［ 略 ］
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森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて 森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて

平成 11年７月１日付け 11－ 13 平成 11年７月１日付け 11－ 13
林野庁指導部長、国有林野部長より 林野庁指導部長、国有林野部長より
森林管理局(分局)森林整備部長あて 森林管理局(分局)森林整備部長あて

［最終改正］令和２年４月２日元林整計第 884号 ［最終改正］令和２年４月２日元林整計第 884号

森林整備保全事業の設計積算については、森林整備保全事業設計積算要領（平成 12年 3月 森林整備保全事業の設計積算については、森林整備保全事業設計積算要領（平成 12年 3月
31 日付け 12 林野計第 138 号林野庁長官通達。「以下「設計積算要領」という。）及び森林整 31 日付け 12 林野計第 138 号林野庁長官通達。「以下「設計積算要領」という。）及び森林整
備保全事業標準歩掛（平成 11 年 4 月 1 日付け 11 林野計第 133 号林野庁長官通知。以下「標 備保全事業標準歩掛（平成 11 年 4 月 1 日付け 11 林野計第 133 号林野庁長官通知。以下「標
準歩掛」という。）で定められているところであるが、その細部の取扱いについて、下記に 準歩掛」という。）で定められているところであるが、その細部の取扱いについて、下記に
より取り扱うこととしたので通知する。 より取り扱うこととしたので通知する。
なお、「治山事業設計書作成要領等の細部取扱いについて」（平成 5 年 4 月 1 日付け 5 － 2 なお、「治山事業設計書作成要領等の細部取扱いについて」（平成 5 年 4 月 1 日付け 5 － 2

林野庁指導部長通達）、「治山事業設計書作成要領及び民有林林道事業設計書作成要領の細部 林野庁指導部長通達）、「治山事業設計書作成要領及び民有林林道事業設計書作成要領の細部
取扱いついて」（平成 6 年 4 月 8 日付け 6 － 10 林野庁指導部長通達）及び「森林整備事業に 取扱いついて」（平成 6 年 4 月 8 日付け 6 － 10 林野庁指導部長通達）及び「森林整備事業に
おける「押土作業等の作業効率・損料補正の運用について」（平成 11 年 9 月 30 日付け 11-16 おける「押土作業等の作業効率・損料補正の運用について」（平成 11 年 9 月 30 日付け 11-16
林野庁指導部計画課長通知）は廃止する。 林野庁指導部計画課長通知）は廃止する。

記 記

１ 設計単価の取扱いについて １ 設計単価の取扱いについて
必携 森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて １設計単価の取り扱いに 必携 森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて １設計単価の取り扱いに

ついてを適用する。なお、物価資料を用いて算定する場合には、資材によって掲載地区に ついてを適用する。［ 新設 ］
バラツキがあることから、次のとおり算定することとする。

（１）掲載地区が「札幌」若しくは「北海道」の記載がある場合、全地区で「札幌」若しく ［ 新設 ］
は「北海道」の金額を使用する。

（２）掲載地区が「札幌」若しくは「北海道」の記載がなく「全国」しかない場合、全地区
で「全国」の金額を使用する。

（３）掲載地区が「札幌」及び「釧路」しかない場合、「釧路」以外の地区については「札
幌」の金額を使用する。なお、例とした釧路以外の地区においても同様とする。

（４）掲載地区が「北見」の記載がなくその他の地区の記載がある場合、「北見」について
は「札幌」の金額を使用する。なお、例とした北見以外の地区においても同様とする。

２～５ ［ 略 ］ ２～５ ［ 略 ］

（別表） （別表）
山間僻地の判定基準点数表 山間僻地の判定基準点数表

［ 略 ］ ［ 略 ］

A～ D ［ 略 ］ A～ D ［ 略 ］
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E 北海道循環資源利用促進税条例の取扱いについて E 北海道循環資源利用促進税条例の取扱いについて

（１）～（２） ［ 略 ］ （１）～（２） ［ 略 ］

（３）積算の取扱い （３）積算の取扱い
① 循環税相当額は、処分場における処理経費とは別に、共通仮設費の準備費（定率仮 ① 循環税相当額は、処分場における処理経費と同様に、共通仮設費の準備費（定率仮
設費対象外積上分）へ計上する。 設費対象外積上分）へ計上する。

②～④ ［ 略 ］ ②～④ ［ 略 ］

（４）～（５） ［ 略 ］ （４）～（５） ［ 略 ］

産業廃棄物の重量の計測が困難な場合の換算係数 産業廃棄物の重量の計測が困難な場合の換算係数

［ 略 ］ ［ 略 ］

F～ G ［ 略 ］ F～ G ［ 略 ］

H 警備業法の改正に基づく交通誘導警備員の取扱いについて H 警備業法の改正に基づく交通誘導警備員の取扱いについて

高速自動車国道、自動車専用道路又は都道府県公安委員会が必要と認めた道路においては、 高速自動車国道、自動車専用道路又は都道府県公安委員会が必要と認めた道路においては、
交 通誘導業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を配置することが警備業 交 通誘導業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を配置することが警備業
法により 義務付けられている。 法により 義務付けられている。
林道工事の実施に当たり、これらに係る交通誘導警備員を配置する必要がある場合の積算等 林道工事の実施に当たり、これらに係る交通誘導警備員を配置する必要がある場合の積算
の 取扱いは次のとおりとする。 等の 取扱いは次のとおりとする。

１ ［ 略 ］ １ ［ 略 ］

２ 道路交通法第 80条に基づく協議により交通誘導警備員を配置する必要がある場合又は同 ２ 道路交通法第 80条に基づく協議により交通誘導警備員を配置する必要がある場合又は同
法第 77条に基づく道路の使用許可条件として交通誘導警備員を配置する必要がある場合であ 法第 77条に基づく道路の使用許可条件として交通誘導警備員を配置する必要がある場合で
って、警備員等の検定等に関する規則第 2 条の表の種別 5 及び 6 項に該当し検定合格警備員 あって、警備員等の検定等に関する規則第 2 条の表の種別 5 及び 6 項に該当し検定合格警
を配置する必要がある場合は、交通誘導警備員Ａを適用して、直接工事費に積上げ計上する 備員を配置する必要がある場合は、交通誘導警備員Ａを適用して、共通仮設費の安全費に
ものとする。 必要額を計上するものとする。

３～５ ［ 略 ］ ３～５ ［ 略 ］

北海道公安委員会告示第133号 北海道公安委員会告示第150号

平成 18年北海道公安委員会告示第 150号（警備員等の検定等に関する規則の規定による北 平成 18年北海道公安委員会告示第 150号（警備員等の検定等に関する規則の規定による北
海道公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改正し、令和３年４ 海道公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改正し、平成 27 年 6
月１日から施行する。 月 1日から施行する。
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表を次のように改める。 表を次のように改める。
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北海道旭川方面公安委員会告示第51号 北海道旭川方面公安委員会告示第46号

平成 18 年北海道旭川方面公安委員会告示第 46 号（警備員等の検定等に関する規則の規定 平成 18 年北海道旭川方面公安委員会告示第 46 号（警備員等の検定等に関する規則の規定
による北海道旭川方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改 による北海道旭川方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改
正し、令和３年４月１日から施行する。 正し、平成 27年 6月１日から施行する。

表を次のように改める。 表を次のように改める。
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北海道北見方面公安委員会告示第31号 北海道北見方面公安委員会告示第31号

平成 18 年北海道北見方面公安委員会告示第 31 号（警備員等の検定等に関する規則の規定 平成 18 年北海道北見方面公安委員会告示第 31 号（警備員等の検定等に関する規則の規定
による北海道北見方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改 による北海道北見方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改
正し、令和３年４月１日から施行する。 正し、平成 27年６月１日から施行する。

表を次のように改める。 表を次のように改める。
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北海道釧路方面公安委員会告示第75号 北海道釧路方面公安委員会告示第35号

平成 18 年北海道釧路方面公安委員会告示第 35 号（警備員等の検定等に関する規則の規定 平成 18 年北海道釧路方面公安委員会告示第 35 号（警備員等の検定等に関する規則の規定
による北海道釧路方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改 による北海道釧路方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改
正し、令和３年４月１日から施行する。 正し、平成 27年 6月 1日から施行する。

表を次のように改める。 表を次のように改める。
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北海道函館方面公安委員会告示第36号 北海道函館方面公安委員会告示第35号

平成 18 年北海道函館方面公安委員会告示第 35 号（警備員等の検定等に関する規則の規定 平成 18 年北海道函館方面公安委員会告示第 35 号（警備員等の検定等に関する規則の規定
による北海道函館方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改 による北海道函館方面公安委員会が必要と認める交通誘導警備業務）の一部を次のように改
正し、令和３年４月１日から施行する。 正し、平成 27年 6月 1日から施行する。

表を次のように改める。 表を次のように改める。
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２ 土 工 ２ 土 工

森林整備保全事業標準歩掛の制定について 森林整備保全事業標準歩掛の制定について

平成11年４月１日付け11林野計第133号 平成11年４月１日付け11林野計第133号
林野庁長官より森林管理局(分局)長及び知事あて 林野庁長官より森林管理局(分局)長及び知事あて

〔最終改正〕令和２年４月２日元林整計第883号 〔最終改正〕令和２年４月２日元林整計第883号

このことについて、森林整備保全事業（治山関係事業及び林道関係事業をいう。）の標準 このことについて、森林整備保全事業（治山関係事業及び林道関係事業をいう。）の標準
歩掛及びその留意事項を別紙のとおり定めたので、平成11年４月１日以降の発注に係る設計 歩掛及びその留意事項を別紙のとおり定めたので、平成11年４月１日以降の発注に係る設計
積算の参考とされたい。 積算の参考とされたい。
なお、「治山事業設計標準歩掛について」（昭和59年３月15日付け59林野治第 527号林野庁 なお、「治山事業設計標準歩掛について」（昭和59年３月15日付け59林野治第 527号林野庁

長官通達）「民有林林道事業設計書作成要領について」（昭和43年５月20日付け43林野道第 1 長官通達）「民有林林道事業設計書作成要領について」（昭和43年５月20日付け43林野道第 1
49号林野庁長官通達）は廃止する。 49号林野庁長官通達）は廃止する。

別紙 別紙
森林整備保全事業標準歩掛の留意事項 森林整備保全事業標準歩掛の留意事項

１～８ ［ 略 ］ １～８ ［ 略 ］

押土作業等の適用土質、損料補正について ［ 略 ］ 押土作業等の適用土質、損料補正について ［ 略 ］

１～８ ［ 略 ］ １～８ ［ 略 ］

９ 側溝歩掛 ９ 側溝歩掛

（１）人力歩掛 （１）人力歩掛
ア．土石類は次による。 ア．土石類は次による。
［ 略 ］ ［ 略 ］

（10m当たり） （10m当たり）

名称 単位
砂・砂質土・粘性土・礫質土・

岩塊・玉石
軟岩（Ⅰ）A

人力掘削（床掘） m3 1.80 1.50

人力による

切土法面整形
m2 4.24 0.36

名称 単位
砂・砂質土・粘性土・礫質土・

岩塊・玉石
軟岩（Ⅰ）A

人力掘削（床掘） m3 1.80 1.50

人力による

切土法面整形
m2 4.24 3.61
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イ．機械（バックホウ）掘削は次による。 イ．機械（バックホウ）掘削は次による。
［ 略 ］ ［ 略 ］

10～17 ［ 略 ］ 10～17 ［ 略 ］

18 路盤工 18 路盤工

（１）～（４） ［ 略 ］ （１）～（４） ［ 略 ］

［ 削る ］ （参考）路床排水工
路床排水工は次の歩掛による。

（100ｍ当たり）

19～20 ［ 略 ］ 19～20 ［ 略 ］

３～５ ［ 略 ］ ３～５ ［ 略 ］

６ 土留工・擁壁工等 ６ 土留工・擁壁工等

１～10 ［ 略 ］ １～10 ［ 略 ］

11 かご工 11 かご工

（１）～（９） ［ 略 ］ （１）～（９） ［ 略 ］

（10）月型かご工歩掛 （10）月型かご工歩掛

表［ 略 ］ 表［ 略 ］

名称 規格 単位 数量

世話役 人 0.2

普通作業員 〃 0.5

網状排水管φ 50mm ｍ 101.0
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備考１ ［ 略 ］ 備考１ ［ 略 ］
２ 詰石の採取手間、20ｍを超える距離の運搬費、かご代、詰石代、吸出防止材代、 ２ 詰石の採取手間、20ｍを超える距離の運搬費、かご代、［ 新設 ］床堀は別途
床堀は別途計上する。 計上する。

３～４ ［ 略 ］ ３～４ ［ 略 ］

（11）二重月型かご工歩掛 （11）二重月型かご工歩掛

表［ 略 ］ 表［ 略 ］

備考１ ［ 略 ］ 備考１ ［ 略 ］
２ 詰石の採取手間、20ｍを超える距離の運搬費、かご代、詰石代、吸出防止材代、 ２ 詰石の採取手間、20ｍを超える距離の運搬費、かご代、［ 新設 ］床堀は別途
床堀は別途計上する。 計上する。

３～４ ［ 略 ］ ３～４ ［ 略 ］

（12）～（15）［ 略 ］ （12）～（15）［ 略 ］

12 ［ 略 ］ 12 ［ 略 ］

７～９ ［ 略 ］ ７～９ ［ 略 ］

10 仮設工・共通仮設費・その他 10 仮設工・共通仮設費［ 新設 ］

仮設工 仮設工
１～７ ［ 略 ］ １～７ ［ 略 ］

共通仮設費 共通仮設費
１ ［ 略 ］ １ ［ 略 ］

２ 準備費 ２ 準備費
［ 略 ］ ［ 略 ］

［ 削る ］ （１）伐倒処理費
１）伐倒処理の考え方

林道工事における支障木の取扱いについては、「林道工事支障木の取扱いについて」（平
成17年1月14日付け16北森二第78号）により実施しているところであるが、現地の実情か
らやむを得ず売払不能の立木を請負工事に含めて処理する場合は次により取扱うことと
する。
伐倒処理は立木が工事に支障のないよう、伐開界の外側まで取片付けをする作業で特

別な箇所への集積は行わないこととし、この作業仕組は次の方法によることとする。

作業仕組 立木伐倒（チェンソ－による立木の伐木及び枝払いを行う作業）
↓
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木 寄（トラクタによる立木の取片付けを行う作業）

（注） (ｱ) 上記の作業仕組は、全幹で伐倒し木寄する作業であり、玉切りを行う作業は
見込まない。
従って、立木の伐倒費及び枝払費を積算する。
ただし、立木径級 32㎝下の立木枝条については、トラクタによる木寄作業は

ほとんど支障がないと判断されるので、この級の枝払費は見込まないこととす
る。

(ｲ) トラクタによる木寄作業方法は（５）の図解による。
この作業方法による一定箇所の木寄せ範囲は、ウインチ巻込み容量からみて、

16㎜ワイヤ－で50ｍの長さに限定されるので、伐開幅を考慮して、30ｍ～40ｍ
先の範囲となる。

２）工事費の積算

伐倒費は原則必携 第１編共通工 第1土工 1-2-3(参考歩掛)伐倒処理を適用
することとし、これにより難い場合は次のとおりとする。

(ｱ) 伐倒処理費
必要な伐倒費、枝払費、木寄費を間接工事費の共通仮設費（準備費）として共通仮設

費率対象外に積み上げ計上する。
(ｲ) 立木径級区別（32㎝下、34㎝上）素材量の計算

収穫調査復命書により求めることとする。
(ｳ) 伐倒費の積算

伐倒費の積算は、立木価格評定要領中伐木造材手の賃金及び伐木造材標準功程表の全
幹伐倒標準作業功程を採用することとする。
功程は、採用因子として資材廻り（立木材積÷立木本数）及びha当たり資材材積（立

木材積÷収 穫調査面積）を算出し、全幹伐倒標準作業功程表から該当する功程を抽
出し、単位当たり（m3）の経費とする。
ただし、この功程は伐倒及び枝払いの功程であることから、立木径級34㎝上に適用し、

立木径級32㎝下については、34㎝上のm3当たり単価の42.5％を採用単価とする。

(注) 全幹伐倒の功程は、伐倒は42.5％、枝払い57.5％とし、全幹伐倒単価に42.5％を
乗じて算出された単価を採用することとする。

(ｴ) 枝払費の積算
枝払費の積算は、全幹伐倒単価に57.5％を乗じて算出された単価を採用することとす

る。
(ｵ) 木寄費の積算

木寄費の積算は、立木価格評定要領中、集材機械標準功程表（軽架線）の、 平均集材
距離100ｍまでの功程を採用することとする。

(ｶ) 未調査の場合の処理
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工事の請負予定価格の積算時に支障木の実査が出来ない場合は暫定的に次により計上
できることととする。
① 立木材積は、森林調査簿のha当たり資材量とし、面積は伐開面積を使用する。

立木材積＝（ha当たり資材量）×（伐開面積）
② 出材積算出の平均利用率は64％とする。

出材積＝（立木材積）×0.64
③ 径級の区分は34㎝上50％とし、32㎝下50％とする。

34㎝上＝（出材積）×0.50
32㎝下＝（出材積）×0.50

④ 資材廻りの標準を0.25m3/本とする
⑤ 実行の結果が積算で計上した数量、因子と異なった場合は設計変更により清算する
ものとする。

３）木寄費の補正
伐倒された立木は、地形の傾斜度合によって伐開界外に自然落下する立木があると予

想されるので伐開区域内の傾斜度が40°以上ある箇所は木寄費から控除することとする。
木寄費＝伐倒数量×木寄功程による単価×処理率
処理率＝傾斜度40°未満の延長÷工事延長（少数第3位四捨五入2位止）
傾斜度40°未満の延長は、収穫調査の際に調査するか、又は林道工事設計積算に使用

する横断斜度算出基礎書の横断斜度別延長によることとする。

４）伐倒処理功程
(ｱ) 全幹伐倒歩掛 （m3／1日当たり）
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備考 1 本歩掛は、立木価格評定要領による。
2 歩掛内容は、伐倒42.5％、枝払い57.5％であって径級34㎝上に適用し、32㎝下
には伐倒のみを計上する。

(ｲ) 木寄（トラクタ）歩掛
6ｔ～11ｔ級 ＮＬ込み （m3／1日当たり）

備考 1 本歩掛は、立木価格評定要領による。

(ｳ) トラクター運転歩掛
（１日当たり）

備考 1 本歩掛は、立木価格評定要領による。
2 雑材料費は、燃料費に雑材料費率を乗じた金額を上限として計上する。
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５）機械による木寄作業方法の図解

６）伐倒処理費の算出（参考）



- 17 -

（１）除雪費 （２）除雪費

１）～２） ［ 略 ］ １）～２） ［ 略 ］

３）工事区域内除雪 ３）工事区域内除雪
ア．平面部の除雪 森林土木R02 ア．平面部の除雪 土木（Ｈ28.10）

表［ 略 ］ 表［ 略 ］

備考1～3 ［ 略 ］ 備考1～3 ［ 略 ］
4 除雪深が範囲を超えている場合は、補正係数（積雪深補正）をかけて積算する。 4 除雪深が範囲を超えている場合は、補正係数（積雪深補正）をかけて積算する。
（例１参照） （例１・例２参照）
5 上表の面積条件は、１回に行う除雪面積であり、同じ箇所を１日２回行う等によ ［ 新設 ］
り総除雪面積が適用範囲外となる場合でも、１回の除雪面積が上表以内であれば適
用範囲内とする。
6 １回の対象面積が適用範囲を超えている場合はセット数（作業班数）を増やす。 5 対象面積の適用範囲を超えている場合はセット数を増やす。
（例２参照）

例１）［ 略 ］ 例１）［ 略 ］

例２）対象除雪深が40cm、施工面積6,000m2の場合 ［ 新設 ］
面積が適用範囲を超えているため２セットとする。
１セット目（0.13日×3（千m2））＋２セット目（0.13日×3（千m2））＝0.78日/6,
000m2

※補正係数及び補正後の歩掛値（運転日数）は小数第２位までとし、小数第３位を四捨五 ※補正係数及び補正後の歩掛値（運転日数）は小数第２位までとし、小数第３位を四捨五
入する。 入する。

イ．作工物周辺・法面部の除雪 森林土木R02 イ．作工物周辺・法面部の除雪 森林土木Ｈ21

（1,000ｍ2当たり） （1,000ｍ2当たり）

備考1 除雪深が60cm以下の除雪に適用する。 備考1 除雪深が45cm以下の除雪に適用する。
2 上表は工事区域内除雪で雪が作業の支障となる場合のうち、作工物周辺・法面部 2 上表は工事区域内除雪で雪が作業の支障となる場合のうち、作工物周辺・法面部
除雪の場合のみ適用する。 除雪の場合のみ適用する。
3 除雪回数の積上については、必要回数を計上する。 3 除雪回数の積上については、必要回数を計上する。
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4 上表により難い場合は別途考慮する。 4 上表により難い場合は別途考慮する。
5 なお、機械除雪が困難な場合は人力除雪とする。 ［ 新設 ］
6 除雪深が範囲を超えている場合は、補正係数（積雪深補正）をかけて積算する。 5 除雪深が範囲を超えている場合は、補正係数（積雪深補正）をかけて積算する。
（例１参照） （例参照）
7 上表の面積条件は、１回に行う除雪面積であり、同じ箇所を１日２回行う等によ ［ 新設 ］
り総除雪面積が適用範囲外となる場合でも、１回の除雪面積が上表以内であれば適
用範囲内とする。
8 １回の対象面積が適用範囲を超えている場合はセット数（作業班数）を増やす。 6 対象面積の適用範囲を超えている場合はセット数を増やす。
（例２参照）

例１）除雪面積が500m2未満、対象積雪深が80cmの場合の補正係数は、 例）除雪面積が300m2未満、対象積雪深が60cmの場合の補正係数は、
80cm／60cm＝1.33・・・・補正係数 60cm／45cm＝1.33・・・・補正係数
除雪面積500m2未満のバックホウ運転（5.1ｈ）に補正係数（1.33）を乗じ、（6.7 除雪面積300m2未満のバックホウ運転（5.6ｈ）に補正係数（1.33）を乗じ、（7.5ｈ）
8ｈ）とする。 とする。

例２）対象除雪深が30cm、施工面積が5,000m2の場合 ［ 新設 ］
面積が適用範囲を超えているため２セットとする。
１セット目（2.2h×2.5（千m2））＋２セット目（2.2h×2.5（千m2））＝11.00h/5,
000m2

※補正係数及び補正後の歩掛値（運転時間）は小数第２位までとし、小数第３位を四捨 ［ 新設 ］
五入する。

４）運搬路除雪 森林土木R02 ４）運搬路除雪 土木Ｈ29
（１㎞当たり） （１㎞当たり）

備考1 工事用道路の除雪に適用し、現場の作業場等の除雪には適用しない。 備考1 工事用道路の除雪に適用し、現場の作業場等の除雪には適用しない。
2 除雪回数の積上げについては、必要回数を計上する。 2 除雪回数の積上げについては、必要回数を計上する。
3 除雪深が範囲を超えている場合は、補正係数（積雪深補正）をかけて積算する。 3 除雪深が範囲を超えている場合は、補正係数（積雪深補正）をかけて積算する。
（例１・２参照） （例参照）
4 上表の延長条件は、１回に行う除雪延長であり、同じ箇所を１日２回行う等により ［ 新設 ］
総除雪延長が適用範囲外となる場合でも、１回の除雪延長が上表以内であれば適用範
囲内とする。
5 １回の対象延長が適用範囲を超えている場合はセット数（作業班数）を増やす。 4 対象延長の適用範囲が超えている場合はセット数を増やす。
（例３参照）

例１）対象除雪深が70㎝の場合（施工延長が２㎞未満） 例１）対象除雪深が70㎝の場合（施工延長が２㎞以下）
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10～30㎝と31～60㎝との歩掛から、30㎝積雪深が増える毎にホイールローダの作業 10～30㎝と31～60㎝との歩掛から、30㎝積雪深が増える毎にホイールローダの作業
は0.31日増となっている。 は0.31日増となっている。
｛1.04日＋0.31日×(70－60)÷30｝÷1.04日＝1.10………補正係数 ｛1.04日＋0.31日×(70－60)÷30｝÷1.04日＝1.10………補正係数

31㎝以上60㎝以下の歩掛(1.04日)に補正係数(1.10)を乗じ、(1.14日/km)とする。 31㎝以上60㎝以下の歩掛(1.04日)に補正係数(1.10)を乗じ、(1.14日)とする。

例２）対象除雪深が５㎝の場合（施工延長が２㎞未満） 例２）対象除雪深が５㎝の場合（施工延長が２㎞以下）
５㎝×0.73日÷10㎝＝0.37日/km ５㎝×0.73日÷10㎝＝0.37日

［ 削る ］ ※補正係数及び補正後の歩掛値（運転日数）は小数第２位までとし、小数第３位を四捨五
入する。

例３）対象除雪深が30cm、施工延長7kmの場合 例３）対象除雪深が70cmで１路線の施工合計延長が10kmの場合
［ 削る ］ ①セット数

施工延長が10kmでは、対象延長の適用範囲を超えているのでセット数を増やす。
10kmの場合は、
例えば１セット目「２km＋４km」、２セット目「２km＋２km」の２セットと考える。

②歩掛補正
次に以下のように歩掛を補正する。
10～30cmと31～60cmとの歩掛から、30cm積雪深が増えるごとにホイールローダの作

業は0.06日増となっている。
{0.26日＋0.06日×(70－60)÷30}÷0.26日＝1.08・・・補正係数

31cm以上60cm以下の歩掛(0.26日)に補正係数(1.08)を乗じ、(0.28日)とする。

対象除雪深が60cmを超えて施工延長が2km以下の場合の歩掛補正は、例１）のとおり
31㎝以上60㎝以下の歩掛(1.04日)に補正係数(1.10)を乗じ、(1.14日)とする。

①、②より
1セット目（1.14日×2km＋0.28日×4km）

＋2セット目（1.14日×2km＋0.28日×2km）＝6.24日となる。

延長が適用範囲を超えているため２セットとする。 ［ 新設 ］
１セット目（0.20日×3.5km）＋２セット目（0.20日×3.5km）＝1.4日/7km ［ 新設 ］
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※補正係数及び補正後の歩掛値（運転日数）は小数第２位までとし、小数第３位を四捨 ［ 新設 ］
五入する。

［ 削る ］ （３）建設副産物処理費

１）建設副産物の処理について
建設副産物の処理については、「北海道森林管理局森林整備保全事業設計要領（林道

事業）第10章仮設工－Ⅲ共通仮設工－３建設副産物の処理について」を参照のこと。

２）建設副産物処理費の積算
ア 重量の算出

コンクリート殻・金属くず（コルゲート管など）等の重量については、体積や延長
等を調査し算出すること。なお、処分場へ搬入した場合は、マニフェスト記載の重量
へ変更すること。

イ 運搬費
運搬費については、以下のとおり廃棄物の種類に応じた運搬手段により積算し、運

搬距離は処分場までの距離とする。
①鉄くず、木材等
トラックにより運搬するものとし、一般貨物運送事業の貸切運賃を用いる。
ただし、根株など土の付着したものについては、ダンプトラックにより運搬する

ものとする。
②コンクリート殻、アスファルト殻等
ダンプトラックにより運搬するものとし、積算は、「３運搬工１－(3)ダンプトラ

ック運搬」による。

ウ 処理費
ア）処理費の算出

工事箇所近隣に複数処分場がある場合は、３箇所程度選び各処分場の処理費とそ
こまでの運搬費を合計し、その額が最安となるものを処理費とする。各処分場の処
理費については、建設資材等地方単価に掲載されている場合はその単価を用いるこ
ととする。

イ）循環税相当額の算出
産業廃棄物を最終処分場へ搬入する場合に課税される循環税については、「１基

本－６北海道循環資源利用促進税条例の取扱いについて」によることとし、建設資
材等地方単価に掲載されている場合は、その額に数量（トン単価）をかけて算出す
る。

ウ）具体例
次ページ「参考例」の場合の各単価は以下のようになる。
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エ）積算の取扱い
① 必携 森林整備保全事業設計積算要領 第6請負工事費の積算基準 1請負工事費の
積算 (2)間接工事費 処分費等の取扱いに基づき積算すること。

② 産業廃棄物処理費（差額分）及び循環税相当額は、共通仮設費の準備費（定率
仮設費対象外積上分）へ計上する。

③ 中間処理の場合は、産業廃棄物処理費と循環税相当額を合計したものを処理費
として一括計上し、消費税等相当額の対象とする。

④ 最終処分の場合は、産業廃棄物処理費と循環税相当額は別々に計上し、産業廃
棄物処理費は消費税等相当額の対象とするが、循環税相当額は消費税等相当額の
対象としない。

⑤ 産業廃棄物処理費（差額分）及び循環税相当額は、共通仮設費・現場管理費・
一般管理費の対象としないので、注意して積算すること。

参考例

産業廃棄物処理料金
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３～７ ［ 略 ］ ３～７ ［ 略 ］
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その他 ［ 新設 ］

１ 伐倒処理費 ［ 新設 ］
１）伐倒処理の考え方

森林整備保全事業における工事の実施に伴って生じる支障木については、原則として
事前に立木販売による処分を検討することとするが、現地の実情からやむを得ず売払不
能となり、伐倒処理費を請負工事に含めて処理する場合は次により取扱うこととする。
伐倒処理は立木が工事に支障のないよう、伐開界の外側まで取片付けをする作業で特

別な箇所への集積は行わないこととし、この作業仕組は次の方法によることとする。

作業仕組 立木伐倒（チェンソ－による立木の伐木及び枝払いを行う作業）
↓

木 寄（トラクタによる立木の取片付けを行う作業）

（注）(ｱ) 上記の作業仕組は、全幹で伐倒し木寄する作業であり、玉切りを行う作業は見
込まない。
従って、立木の伐倒費及び枝払費を積算する。
ただし、立木径級 32㎝下の立木枝条については、トラクタによる木寄作業はほ

とんど支障がないと判断されるので、この級の枝払費は見込まないこととする。

(ｲ) トラクタによる木寄作業方法は（５）の図解による。
この作業方法による一定箇所の木寄せ範囲は、ウインチ巻込み容量からみて、1

6㎜ワイヤ－で50ｍの長さに限定されるので、伐開幅を考慮して、30ｍ～40ｍ先の
範囲となる。

２）工事費の積算
伐倒費は原則必携 第１編共通工 第1土工 1-2-3(参考歩掛)伐倒処理を適用することと

し、これにより難い場合は次のとおりとする。
(ｱ) 伐倒処理費

必要な伐倒費、枝払費、木寄費を直接工事費に計上する。
(ｲ) 立木径級区別（32㎝下、34㎝上）素材量の計算

収穫調査復命書により求めることとする。
(ｳ) 伐倒費の積算

伐倒費の積算は、立木価格評定要領中伐木造材手の賃金及び伐木造材標準功程表の全
幹伐倒標準作業功程を採用することとする。
功程は、採用因子として資材廻り（立木材積÷立木本数）及びha当たり資材材積（立

木材積÷収穫調査面積）を算出し、全幹伐倒標準作業功程表から該当する功程を抽出し、
単位当たり（m3）の経費とする。
ただし、この功程は伐倒及び枝払いの功程であることから、立木径級34㎝上に適用し、

立木径級32㎝下については、34㎝上のm3当たり単価の42.5％を採用単価とする。

(注) 全幹伐倒の功程は、伐倒は42.5％、枝払い57.5％とし、全幹伐倒単価に42.5％を
乗じて算出された単価を採用することとする。
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(ｴ) 枝払費の積算
枝払費の積算は、全幹伐倒単価に57.5％を乗じて算出された単価を採用することとす

る。
(ｵ) 木寄費の積算

木寄費の積算は、立木価格評定要領において、トラクタ集材作業の標準作業功程表の、
平均集材距離100ｍまでの功程を採用することとする。

(ｶ) 未調査の場合の処理
工事の請負予定価格の積算時に支障木の実査が出来ない場合は暫定的に次により計上

できることととする。
① 立木材積は、森林調査簿のha当たり資材量とし、面積は伐開面積を使用する。

立木材積＝（ha当たり資材量）×（伐開面積）
② 出材積算出の平均利用率は64％とする。

出材積＝（立木材積）×0.64
③ 径級の区分は34㎝上50％とし、32㎝下50％とする。

34㎝上＝（出材積）×0.50
32㎝下＝（出材積）×0.50

④ 資材廻りの標準を0.25m3/本とする
⑤ 実行の結果が積算で計上した数量、因子と異なった場合は設計変更により清算する
ものとする。

３）木寄費の補正
伐倒された立木は、地形の傾斜度合によって伐開界外に自然落下する立木があると予

想されるので伐開区域内の傾斜度が40°以上ある箇所は木寄費から控除することとする。
木寄費＝伐倒数量×木寄功程による単価×処理率
処理率＝傾斜度40°未満の延長÷工事延長（少数第3位四捨五入2位止）
傾斜度40°未満の延長は、収穫調査の際に調査するか、又は林道工事設計積算に使用

する横断斜度算出基礎書の横断斜度別延長によることとする。

４）伐倒処理功程
(ｱ) 全幹伐倒歩掛 （m3／1日当たり）
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備考 1 本歩掛は、立木価格評定要領による。
2 歩掛内容は、伐倒42.5％、枝払い57.5％であって径級34㎝上に適用し、32㎝下
には伐倒のみを計上する。

(ｲ) 木寄（トラクタ）歩掛
6ｔ～11ｔ級 ＮＬ込み （m3／1日当たり）

備考 1 本歩掛は、立木価格評定要領による。

(ｳ) トラクター運転歩掛
（１日当たり）

備考 1 本歩掛は、立木価格評定要領による。
2 雑材料費は、燃料費に雑材料費率を乗じた金額を上限として計上する。
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５）機械による木寄作業方法の図解

６）伐倒処理費の算出（参考）
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２ 建設副産物処理費 ［ 新設 ］

１）建設副産物の処理について
建設副産物の処理については、「北海道森林管理局森林整備保全事業設計要領（林道

事業）第10章仮設工－Ⅲ共通仮設工－３建設副産物の処理について」を参照のこと。

２）建設副産物処理費の積算
ア 重量の算出

コンクリート殻・金属くず（コルゲート管など）等の重量については、体積や延長
等を調査し算出すること。なお、処分場へ搬入した場合は、マニフェスト記載の重量
へ変更すること。

イ 運搬費
運搬費については、以下のとおり廃棄物の種類に応じた運搬手段により積算し、運

搬距離は処分場までの距離とする。
①鉄くず、木材等
トラックにより運搬するものとし、一般貨物運送事業の貸切運賃を用いる。
ただし、根株など土の付着したものについては、ダンプトラックにより運搬する

ものとする。
②コンクリート殻、アスファルト殻等
ダンプトラックにより運搬するものとし、積算は、「３運搬工１－(3)ダンプトラ

ック運搬」による。

ウ 処理費
ア）処理費の算出

工事箇所近隣に複数処分場がある場合は、３箇所程度選び各処分場の処理費とそ
こまでの運搬費を合計し、その額が最安となるものを処理費とする。各処分場の処
理費については、建設資材等地方単価に掲載されている場合はその単価を用いるこ
ととする。

イ）循環税相当額の算出
産業廃棄物を最終処分場へ搬入する場合に課税される循環税については、「１基

本－６北海道循環資源利用促進税条例の取扱いについて」によることとし、建設資
材等地方単価に掲載されている場合は、その額に数量（トン単価）をかけて算出す
る。

ウ）具体例
次ページ「参考例」の場合の各単価は以下のようになる。
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エ）積算の取扱い
① 必携 森林整備保全事業設計積算要領 第6請負工事費の積算基準 1請負工事費の積算
(2)間接工事費 処分費等の取扱いに基づき積算すること。

② 産業廃棄物処理費（差額分）及び循環税相当額は、共通仮設費の準備費（定率仮設
費対象外積上分）へ計上する。

③ 中間処理の場合は、産業廃棄物処理費と循環税相当額を合計したものを処理費とし
て一括計上し、消費税等相当額の対象とする。

④ 最終処分の場合は、産業廃棄物処理費と循環税相当額は別々に計上し、産業廃棄物
処理費は消費税等相当額の対象とするが、循環税相当額は消費税等相当額の対象とし
ない。

⑤ 産業廃棄物処理費（差額分）及び循環税相当額は、共通仮設費・現場管理費・一般
管理費の対象としないので、注意して積算すること。

参考例

産業廃棄物処理料金
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11～14 ［ 略 ］ 11～14 ［ 略 ］


